
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                                   
 
 
 
 
 

新・生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果(第２回)概要 

生物多様性の危機への対応 

保護地域の拡大と自然再生の推進  
・国立公園、国指定鳥獣保護区、保安林や保護林など保護地

域が拡大 
・ 知床の世界自然遺産登録に向けた推薦 
・ 都市緑地保全法等の一部改正 
・全国８箇所で自然再生協議会が設立 

【今後の課題】 
保全・再生された地

域間のネットワーク

を形成し、総合的に

効果を高めること 
 

対応 
第1の危機 

(人間活動による
生態系の破壊等) 

文化財としての保護とＮＰＯ等の参画への枠組み 
・文化財保護法の一部改正（「文化的景観」を文化財に位置付

け） 
・NPO等と土地所有者との管理協定制度の構築（森林） 

【今後の課題】 
里地里山地域にお

ける各制度の活用 
対応 

 

外来生物の規制制度の確立  
・ 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する

法律」の制定 

【今後の課題】 
外来生物法の実施

体制の整備 
対応 

第１回点検における中央環境審議会意見への対応 

１．国以外の取組について

情報を収集し点検を実施。 
 地方自治体に対するアン

ケートの実施や、民間の活

動について情報を収集し、

特徴的な取組の事例を紹

介。 

２．関係省庁の環境調査に

ついて、連携が図られるよ

う枠組みの整備。 
 GIS データとして相互に
利用可能かを検証するた

め、試行的な関係省庁の

データの整理を実施。 

３．新国家戦略の普及・啓

発に努めること。 
 認識度等を把握するため

全国20歳以上の2,000名
を対象に個別面接によるア

ンケートを実施。普及手法

検討の基礎調査とした。 

４．生物多様性の理念につ

いて議論を深めること。 
 環境に関心を持つジャー

ナリストと連携し、様々な

方面で活躍する方々のイ

ンタビューを行うなどの取

組を検討。 

環境省、農林水産省、国土

交通省からなるWGを設置。

現在岡山平野を対象に共通

GIS の構築に取り組んでい

る。連携上の課題も明らか

に。 

 

 

 

自然環境に関心があると回

答した割合は76.8%。 

しかし、「生物多様性」を知っ

ている 30.2%、「生物多様性

国家戦略」を知っている 6.5%

であり、普及啓発の必要性

が明確に。 

 

 

①趣味、②レクリエーション

開発、③日常生活の快適

性、と生物多様性保全と比較

して、「多様性の方が重要」

とする回答が①から③へと

減少（68.5→49.0→43.8%）、

「両立が必要」との回答は逆

に増加（24.5→42.9→46.5%）

 

生物多様性に関する計画の

策定率 6.5%（参考：温暖化

に関する計画25.9%） 

都道府県 57.4%、政令市

23.1%、市区町村5.2%であり、

自治体の規模で顕著な差が

ある。 

 

 

 第３の危機 
移入種等による生

態系の攪乱 

第２の危機 
里地里山等環境の

質の変化 



主要テーマ別の取り扱い方針に関する点検結果 

 
（１） 重要地域の保全と生態的ネットワークの形成 

 (重要地域の保全) 

・ 利尻礼文サロベツ国立公園の拡張、国指定鳥獣保護区の新規指定（３箇所）、保護林の

新規設定（約11万ha）、保安林の計画的指定（約15万ha増）など、保護地域の設定

を着実に進めています。 

・ 世界自然遺産の新たな候補地として「知床」を世界遺産センターに推薦 

・平成16年６月、都市緑地保全法を「都市緑地法」に改正し、新たに緑地保全地域制度が

導入されました。 
 
（生態的ネットワーク) 

・エコロジカルネットワークの効果的な形成を目指し、農林水産省、国土交通省及び環境

省が連携して調査を開始することを予定しています。 

この調査において、エコロジカルネットワーク計画などの作成にあたって必要なマニュ

アルを整備するとともに、各種事業が連携するための枠組みづくりと手法の検討を行うこ

とにより、一貫した整備の方針の確保や環境整備・保全の質的向上が図られることが期待

されます。 
 
（２） 里地里山の保全と持続可能な利用 

・ 文化財保護法の一部が改正され、人と自然との関わりの中で作り出された文化的景観

の保護を図る手法が盛り込まれ、文化財の観点から里地里山の保全を支援することも

可能となりました。 

・ 管理協定制度（都市緑地法）、風景地保護協定制度（自然公園法）に加え、森林におい

てもNPOと管理協定を結ぶ制度が構築 
・里地里山保全・再生モデル事業（環境省）、田園自然環境保全整備事業（農林水産省）、
緑地環境総合支援事業（国土交通省）が平成16年度から実施されることとなっています。 
 
（３） 湿原・干潟等湿地の保全 

・平成15年には、鳥獣の保護上重要な湿地として和白干潟、名蔵アンパルを国指定鳥獣保

護区に指定しました。 

・平成16年７月に、沖縄において、日本サンゴ礁学会等と協力して第10回国際サンゴ礁

シンポジウムを開催し、サンゴ礁の保全と再生に向けた「沖縄宣言」を採択しました。ま

た、サンゴ礁保全と持続可能な利用に関する包括的な国際的枠組である国際サンゴ礁イニ

シアティブ（ICRI）の総会が開催され、平成17年７月から２年間のＩＣＲＩ事務局を、

日本とパラオが共同で引き受けることが決定されました。 
 
（４） 自然の再生・修復 

・平成15年度は自然再生推進法の本格運用が開始され、国や地方公共団体、民間団体等多

様な主体が呼びかけ者となり、同法に基づくものとして全国８箇所（平成16年８月現在）

で自然再生協議会が立ち上がりました。 

・関係行政機関においては、河川、湿原、干潟、藻場、里地、里山、森林等122箇所（平

成16年３月現在）で自然再生のための調査や事業を実施しています。 
 
（５） 野生生物の保護管理 

 (種の絶滅の回避、猛禽類保護への対応、海棲動物の保護と管理) 

・ 平成 15 年に希少種の譲渡規制を適切に行えるよう種の保存法の一部改正を行いました。

また、新たに生息地等保護区の指定を行うとともに、他の種の保護増殖事業計画策定に



向けた調整、保護増殖事業の実施、種の保存に関する調査研究等を行っています。 

・ トキの繁殖個体の再導入のため、順化施設の整備を行っています。 

・ 平成16年７月には、種の保存法に基づく「国内希少野生動植物種」に、アマミノクロウ

サギなど11種を追加指定しました。 
 
(野生鳥獣の科学的・計画的な個体群管理システムの確立) 

・ 鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律を平成15年４月に施行するとともに、シカやク

マなどの個体数の管理や生息環境の整備等を定める特定鳥獣保護管理計画の推進等を行

いました。野生鳥獣保護管理検討会において、鳥獣保護及び狩猟の適正化のあり方につ

いて基本的な論点とそれへの対応の方向性を整理するため議論を行いました。 
 
(移入種（外来種）問題への対応) 
・「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（以下、「外来生物法」と
いう。）」が平成16年６月に成立しました。この法律により、生態系等への被害を及ぼす
おそれのある外来生物等の飼養や輸入などを規制することが可能となります。 
・ 外来生物についての科学的知見の情報収集と整理のための調査事業を行ったほか、奄美
や沖縄のマングースなど、緊急性の高い地域における外来生物の駆除を行いました。 

 
（６） 自然環境データの整備 

 (生態学、分類学を中心とした基礎的研究や、関連する応用的研究の推進) 

・ 内閣府の総合科学技術会議において、生物・生態系研究開発調査検討ワーキンググルー

プが立ち上がり、生物・生態系開発調査の現状と今後実施していくべき調査等の課題に

ついて報告が取りまとめられているところです。 
 
(自然環境保全基礎調査の質的転換) 

・ 基礎調査の質的な転換の方向性として、国家戦略で示された、個別生態系の経時的な変

化の把握を目的に実施する重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサ

イト 1000）を開始するとともに、これまでの調査でデータの得られていない浅海域の干

潟や藻場の調査や、広く国土を把握するためにベースとなる植生図の５万分の１から２

万５千分の１への更新を進めています。 
 
(情報の共有と公開) 
・環境省、国土交通省、農林水産省が実施している自然環境調査のデータ整備の進展を踏
まえ、相互の情報交換を進めるための連絡体制の構築を図り、モデル地区での試験的なデ
ータの集積に取り組んでいます。 
・ 平成16年度より生物多様性に関する情報交換の仕組み（クリアリングハウスメカニズム
（CHM））を、インターネットを通じて公開しています。 

 
（７） 効果的な保全手法等 

(効果的保全のための様々な手法の活用等) 

・ 「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が平成15 年 10 月

から施行されました。この法律は、環境教育を推進し、環境の保全についての国民一人

一人の意欲を高めていくことなどを目的としています。 
 
(国際的取組) 

・ 平成 16 年２月に開催された第７回生物多様性条約締約国会議（ＣＯＰ７）は 2002 年の

ＷＳＳＤの後、初めて開催された締約国会議であり、ＣＯＰ６やＷＳＳＤにて採択され

た「2010年までに生物多様性の損失速度を減少させること(2010年目標）」に向けて、保

護地域や技術移転などについて、より具体的な方策が合意されました。 

 


